
1.「カード会員規約」第19条（規約の改定並びに承認）の規定は、本特
約の変更について準用します。この場合において、「カード会員規約」
第19条（規約の改定並びに承認）中「本規約」とあるのは、「本特
約」と読み替えるものとします。

２.申込者は「カード会員規約」及び「本特約」を承認のうえ、セゾン
及びCiSS（以下「両社」という。）に本カードの利用を申し込むも
のとします。
3.本カードの会員（以下「会員」という。）は、両社が会員又は家族会員
として本カードの利用を承諾した方とし、本カード会員資格を有するもの
とします。なお、契約は、両社が承諾をした日に成立するものとします。

発行するもので、カードの名称を「CiSSカード」（以下「本カード」と
いう。）とします。
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